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青
野
　
光
　
議
員

防
災
・
減
災
対
策
を
問
う

問①
標
高
表
示
板
取
付
業
務
の

表
示
板
の
材
質
・
サ
イ
ズ
・

何
枚
作
製
す
る
の
か
。
ま
た

取
付
場
所
は
全
市
内
か
。

②
避
難
場
所
に
つ
い
て
、
民

間
高
層
住
宅
を
一
時
避
難
場

所
に
な
る
よ
う
、
順
次
所
有

者
へ
の
了
解
交
渉
を
。

答　
総
務
部
長

①
本
庁
地
区
か
ら
双
海
地
区

に
か
け
て
の
標
高
10
ｍ
以
下

の
区
域
で
、
電
柱
や
公
共
的

施
設
に
標
高
を
記
し
た
縦
45

㎝
、
横
30
㎝
程
度
の
ス
テ
ン

レ
ス
製
表
示
板
を
２
５
０
枚

設
置
予
定
で
、
標
高
４
ｍ
以

下
の
区
域
は
１
５
０
ｍ
四
方

で
１
本
、
４
ｍ
～
10
ｍ
の
区

域
で
は
３
０
０
ｍ
四
方
で
１

本
の
割
合
を
基
準
に
設
置
し

た
い
。
具
体
的
な
設
置
に
当

た
っ
て
は
、
地
元
自
主
防
災

会
長
や
区
長
等
と
協
議
し
な

が
ら
、
最
も
効
果
的
と
考
え

ら
れ
る
場
所
に
設
置
し
て
い

く
計
画
で
あ
る
。

②
堅
固
な
中
高
層
建
物
を
緊

急
的
、
一
時
的
な
避
難
場
所

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
有

効
で
あ
る
。

　

既
に
独
自
に
津
波
避
難
ビ

ル
を
指
定
し
て
い
る
自
主
防

災
会
も
あ
る
。
今
後
、
東
南

海
・
南
海
地
震
に
関
す
る
被

害
想
定
等
が
示
さ
れ
、
本
市

で
の
被
害
の
予
想
が
明
ら
か

に
な
れ
ば
、
津
波
対
策
の
選

択
肢
の
一
つ
と
し
て
検
討
し

た
い
。

市
の
公
用
車
及
び
駐
車
場

の
使
用
状
況
を
問
う

問①
安
広
団
地
南
側
駐
車
場
は

公
用
車
置
場
で
あ
る
が
公
用

車
の
表
示
が
、
ご
く
わ
ず
か

な
の
は
何
故
か
。

②
職
員
に
は
通
勤
手
当
が
支

給
さ
れ
て
い
る
。
全
職
員
は

有
料
駐
車
場
で
対
応
を
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答　
岡
井
副
市
長

①
確
認
し
た
と
こ
ろ
公
用
車

の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
添
付
し
た

車
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で

あ
る
。
市
民
等
外
部
の
誤
解

を
招
か
な
い
た
め
に
も
、
原

則
全
公
用
車
に
ス
テ
ッ
カ
ー

の
添
付
等
を
早
急
に
対
応
し

た
い
。

②
有
料
駐
車
場
の
利
用
状
況

は
、
本
庁
勤
務
80
人
、
中
山

地
域
事
務
所
11
人
、
双
海
地

域
事
務
所
15
人
で
、
こ
の
人

数
に
は
個
人
で
契
約
し
て
い

る
職
員
は
含
ん
で
い
な
い
。

　

本
庁
地
区
の
幼
稚
園
・
保

育
所
、
双
海
地
区
の
保
育
所

は
、
敷
地
内
等
の
駐
車
で
駐

車
料
金
は
徴
収
し
て
い
な
い

が
、
中
山
地
区
の
幼
稚
園
・

保
育
所
は
、
月
５
０
０
円
の

５
台
分
を
支
払
っ
て
い
る
。

　

今
後
、
検
討
し
て
不
公
平

の
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

た
め
池
の
改
修
状
況
を
問
う

問①
上
吾
川
の
八
幡
池
は
未
改

修
で
あ
り
、
近
く
に
郡
中
小

学
校
が
あ
る
。
登
下
校
時
に

被
災
の
危
険
が
あ
り
、
初
動

避
難
訓
練
が
最
重
要
で
は
。

②
三
秋
大
池
と
併
せ
て
早
急

に
事
前
調
査
及
び
計
画
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
。
考
え
は
。

答　
教
育
委
員
会
事
務
局
長

①
現
在
学
校
で
は
、
年
３
回

程
度
避
難
訓
練
を
行
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
上
吾
川
八

幡
池
の
決
壊
を
想
定
し
た
避

難
訓
練
は
し
て
い
な
い
。
今

後
作
成
さ
れ
る
た
め
池
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
参
考
に
し

て
地
域
と
も
連
携
し
、
実
効

性
の
あ
る
避
難
訓
練
を
行
う

よ
う
指
導
し
た
い
。

答　
産
業
建
設
部
長

②
三
秋
大
池
が
１
８
０
９
年
、

上
吾
川
八
幡
池
が
１
６
０
０

年
に
築
造
さ
れ
、
老
朽
化
と

下
流
に
民
家
が
多
い
こ
と
か

ら
、
今
後
全
面
的
な
改
修
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。
改
修

は
長
期
計
画
の
予
定
と
な
っ

て
い
る
が
、
い
つ
か
ら
行
う

か
な
ど
の
具
体
的
な
地
元
と

の
協
議
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

受
益
面
積
規
模
か
ら
県
営

事
業
で
実
施
で
き
る
が
地
元

負
担
金
が
７
％
以
上
に
な
り
、

地
元
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
場

合
に
は
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
協
議
を
進
め
た
い
。

　

地
元
役
員
に
よ
る
日
常
点

検
、
県
と
市
に
よ
る
定
期
点

検
を
行
っ
て
い
る
が
、
漏
水

等
で
緊
急
を
要
す
る
場
合
に

は
受
益
者
の
協
力
を
得
て
早

期
改
修
で
き
る
措
置
を
と
っ

て
い
く
。

伊予市上吾川の八幡池


